
つくば市きれいなまちづくり条例

附則

つくば市は，名峰筑波山を仰ぎ，小貝川，桜川などの流れに沿って田園風景が広

がる恵み豊かな自然を有するとともに，世界に誇る研究機関を擁する筑波研究学園

都市を核とする街並みを有し，自然と都市が調和した田園都市が形成されている。

これまで，つくば市は，清潔できれいな生活環境を守るため，公共の場所における

ごみの定期清掃などの施策を実施してきた。しかしながら，一部の人々による吸い

殻や空き缶等の投げ捨て，飼い犬などのふんの放置，無配慮な歩行喫煙，落書きと

いった行為が後を絶たず，清潔できれいな生活環境が損なわれようとしている。

今こそ私たちは，これらの心無い行為をモラル欠如やマナー違反の問題として個人

の良心に委ねるのではなく，ルールとして定めることにより，市民，事業者，市が

力を合わせて，清潔できれいな生活環境を守っていかなければならない。

このような決意のもと，ここに暮らし，学び，働く人々が快適な生活を享受する

ことができる清潔できれいなまちをつくるため，この条例を制定する。

第１章 総則

(目的)

第１条 この条例は，清潔できれいな生活環境の保持について，市，事業者，市民

等の責務を明らかにするとともに，空き缶，吸い殻等の投棄の禁止その他必要な

事項を定めることにより，清潔できれいなまちをつくり，もって快適な市民生活

の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めると

ころによる。

(1) 市民等 市内に住所を有する者，市内に通勤し，又は通学する者その他市内

に滞在し，又は市内を通過する者をいう。



(2) 事業者 市内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。

(3) 空き缶等 飲食物を収納し，又は収納していた缶，びん，ペットボトルその

他の容器をいう。

(4) 空き缶，吸い殻等 空き缶等，たばこの吸い殻，チューインガムのかみかす，

紙くず，レジ袋その他これらに類するものをいう。

(5) 公共の場所 道路，公園，駅前広場その他屋外の公共の用に供する場所をい

う。

(6) 回収容器 空き缶等を回収し，又は収納するための容器その他これに類する

ものをいう。

(7) 飼い犬等 飼い犬，飼い猫その他の愛玩用動物をいう。

(市の責務)

(8) 落書き 他人が所有し，占有し，又は管理する物に，その承諾を得ずに，文

字，図形，記号，模様その他これらに類するものを描くことをいう。

(市の責務)

第３条 市は，清潔できれいな生活環境を保持するまちづくり(以下「きれいなま

ちづくり」という。)に関する施策を総合的かつ計画的に策定し，及び実施する

責務を有する。

(市民等の責務)

第４条 市民等は，屋外で自ら生じさせた空き缶，吸い殻等を持ち帰り，又は適切

に回収容器，吸い殻入れ等へ収納し，清潔できれいな生活環境の保持に努めなけ

ればならない。

２ 市民等は，清潔できれいな生活環境を保持するため，公共の場所及び他人が所

有し，又は管理する場所(以下「公共の場所等」という。)に自転車，電動機付き

自転車，自動二輪車等を放置しないよう努めなければならない。

３ 市民等は，清潔できれいな生活環境を保持するため，市が実施するきれいなま

ちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。



(事業者の責務)

第５条 事業者は，事業所その他の事業活動を行う地域において，回収容器，吸い

殻入れ等の設置並びに空き缶等の回収及び資源化その他の清潔できれいな生活環

境を保持するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

２ 事業者は，清潔できれいな生活環境を保持するため，市が実施するきれいなま

ちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第６条 土地を所有し，占有し，又は管理する者は，その所有し，占有し，又は管

理する土地に，空き缶，吸い殻等が捨てられないように適正な措置を講ずるよう

努めなければならない。

(屋外広告物の掲出者の責務)

第７条 広告物を屋外に掲出する者は，清潔できれいな生活環境を阻害する規模及

び色彩の広告物をみだりに掲出しないよう努めなければならない。

第２章 きれいなまちづくり行動計画等

(きれいなまちづくり行動計画の策定)

第８条 市長は，清潔できれいな生活環境が保持されたまちをつくるため，市，市

民等及び事業者が果たすべき役割に応じたつくば市きれいなまちづくり行動計画

(以下この条において「行動計画」という。)を定めるものとする。

２ 行動計画には，次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) きれいなまちづくりのための活動についての事項

(2) きれいなまちづくりのための意識の啓発についての事項

(3) 市民等，事業者及び市の相互の連携についての事項

(4) 自発的なきれいなまちづくりのための活動に関する支援についての事項

(5) 前各号に掲げるもののほか，きれいなまちづくりに関し必要な事項

３ 市長は，行動計画を策定し，又は変更したときは，これを公表しなければなら

ない。



(きれいなまちづくり推進月間)

第９条 きれいなまちづくりに関する意識の向上を図り，日常的な実践活動を推進

するため，毎年10月をつくば市きれいなまちづくり推進月間(以下「きれいなま

ちづくり推進月間」という。)とする。

２ 市長は，きれいなまちづくり推進月間において，市民等，事業者及び市の相互

の連携の下に，きれいなまちづくりの推進に関する施策を重点的に実施するもの

とする。

(表彰)

第１０条 市長は，きれいなまちづくりの推進に特に貢献したと認める市民等，事

業者その他団体を表彰することができる。

第３章 きれいなまちづくり重点地区

第１１条 市長は，ごみの散乱の防止のため特に必要と認める地区を，きれいなま

ちづくり重点地区（以下「まちづくり重点地区」という。)として指定すること

ができる。

２ 市長は，必要があると認めるときは，まちづくり重点地区の変更又はまちづく

り重点地区の指定の解除をすることができる。

３ 市長は，まちづくり重点地区の指定，まちづくり重点地区の変更又はまちづく

り重点地区の指定の解除をしようとするときは，つくば市環境審議会の意見を聴

かなければならない。

４ 市長は，まちづくり重点地区の指定，まちづくり重点地区の変更又はまちづく

り重点地区の指定の解除をしたときは，規則で定める事項を告示しなければなら

ない。

第４章 投棄等の禁止

(空き缶，吸い殻等の投棄の禁止)

第１２条 何人も，空き缶，吸い殻等を回収容器，ごみ箱等定められた場所以外に

投棄してはならない。



(飼い犬等のふん放置の禁止)

第１３条 飼い犬等の所有者又は管理者は，公共の場所等に，当該飼い犬等のふん

を放置してはならない。

(落書きの禁止)

第１４条 何人も，公共の用に供する建物又は工作物(これらに付属する物を含む。）

に落書きをしてはならない。

(印刷物等の放置の禁止)

第１５条 公共の場所において，ビラ，チラシその他これらに類するもの(以下こ

の条において「印刷物等」という。)を配布し，又は配布させた者は，当該印刷

物等がその周辺に散乱したときは，当該印刷物等を回収し，適正に処理しなけれ

ばならない。

第１６条 削除

第５章 自動販売機の適正管理

(回収容器の設置及び管理)

第１７条 屋外で自動販売機により飲食物を販売する者は，規則で定めるところに

より，回収容器を設置し，これを適正に管理しなければならない。

２ 屋外で自動販売機により飲食物を販売する者は，前項の規定により設置した回

収容器中の空き缶等を定期的に回収し，空き缶等の資源化に努めなければならな

い。

(啓発シールの表示)

第１８条 屋外で自動販売機により飲食物又はたばこを販売する者(以下この条及

び次条において「自販機事業者」という。)は，空き缶等及びたばこの吸い殻の

散乱の防止並びに資源化に関する消費者の意識の啓発を図るため，当該自動販売

機ごとに，啓発シールを，見やすい箇所に表示しておかなければならない。

(散乱防止責任者の設置)

第１９条 自販機事業者は，当該自動販売機ごとに，散乱防止責任者を設けなけれ



ばならない。

２ 自販機事業者は，散乱防止責任者の氏名及び連絡先を記載したシールを当該自

動販売機ごとに，見やすい箇所に表示しておかなければならない。

３ 散乱防止責任者は，当該自動販売機周辺の清潔を保持するため，清掃その他必

要な措置を講じなければならない。

第６章 勧告及び命令等

(勧告)

第２０条 市長は，第12条から第15条まで，第17条第１項，第18条又は前条の規定

のいずれかに違反した者に対し，当該違反を是正するため必要な措置をとること

を勧告することができる。

(命令)

第２１条 市長は，次に掲げる者が，前条の規定による勧告を受けたにもかかわら

ず，正当な理由がなく当該勧告に従わないときは，当該勧告に係る措置をとるべ

きことを命ずることができる。

(1) まちづくり重点地区内において第12条の規定に違反した者

(2) 第14条の規定に違反した者

(3) 第17条第１項の規定に違反した者

(4) 第18条の規定に違反した者

(5) 第19条第１項又は第２項の規定に違反した者

(公表)

第２２条 市長は，前条の規定による命令（同条第１号及び第２号に係るものを除

く。）を受けた者が正当な理由がなく当該命令に従わないときは，その旨を公表

することができる。

２ 市長は，前項の規定による公表を行おうとするときは，当該公表の対象となる

べき者に対し，あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。

第７章 雑則



(報告等)

第２３条 市長は，この条例の施行に必要な限度において，関係人に対して報告を

求め，又は当該職員をして関係人に質問させることができる。

２ 前項の場合において，当該職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係人の

請求があったときは，これを提示しなければならない。

(委任)

第２４条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。

第８章 罰則

（過料）

第２５条 第21条の規定による命令（同条第１号に係るものに限る。）に違反した

者は，１万円以下の過料に処する。

２ 第21条の規定による命令（同条第２号に係るものに限る。）に違反した者は，

５万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

１ この条例は，平成23年４月１日から施行する。


